
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文
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○	

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

内
閣
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

（
親
会
社
等
）

第
一
条

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、

あ
る
法
人
に
対
し
て
次
の
い
ず
れ
か
の
関
係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
法
人
と
す
る
。

一

そ
の
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
を
除
く
。
）
又
は
総
出
資
者
の

議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
占
め
る
自
己
の
役
員
又

は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
地
位
を
自
己
の
役
員
又
は
職
員
が
占
め
て
い
る
こ
と
。

２

あ
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
は
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
と
み
な
し
て

、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
技
術
提
案
に
つ
い
て
準
用
す
る
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
条

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
五
条
第
五
項
本
文
、
第
十
六
条
、
第
十

七
条
第
一
項
前
段
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
五
条
第
五
項
本
文
中
「
発
注
者
は
、
競
争
に

参
加
す
る
者
に
対
し
技
術
提
案
を
求
め
て
落
札
者
を
決
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
以
下
「
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す

る
者
に
対
し
技
術
提
案
を
求
め
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
以
下
「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
を
選
定
す
る
」
と
、
同
法
第
十
六

条
、
第
十
七
条
第
一
項
前
段
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
中
「
発
注
者
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
、
同
法
第
十
六
条
中
「

競
争
に
参
加
す
る
者
に
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
者
に
」
と
、
「
競
争
に
参
加
す
る
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
者
の
」
と
、
「
施
工
技
術
」
と
あ
り
、
及
び
「
技
術
的
能
力
」
と
あ
る
の
は
「
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
」
と
、
「
競
争
に
参
加
す
る
こ

と
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
」
と
、
同
条
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
中
「
公
共
工
事
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
事
業
」
と
、
同
法
第
十
六
条

中
「
技
術
水
準
」
と
あ
る
の
は
「
水
準
」
と
、
「
落
札
者
を
決
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
を
選
定
す
る
」
と
、
同
項
中
「
当
該

工
事
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
事
業
」
と
、
「
仕
様
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
「
発
注
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
事
業
の
選
定
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
業
契
約
）

第
三
条

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
事
業
契
約
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
予
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定
価
格
の
金
額
（
借
入
れ
に
あ
っ
て
は
、
予
定
賃
借
料
の
総
額
）
が
同
表
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
四
十
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
の
業
務
に
関
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
（
地
方

公
共
団
体
の
経
営
す
る
企
業
で
地
方
公
営
企
業
法
（

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者
が
建
設

町
村

五
〇
、
〇
〇
〇

市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）

一
五
〇
、
〇
〇
〇

定
す
る
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

地
方
自
治
体
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

都
道
府
県

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
千
円

（
国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
特
例
）

第
四
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
派
遣
職
員
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
み
な
す
。 

○	

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
（
設
備
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

道
路
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
、
河
川
、
公
園
、
水
道
、
下
水
道
、
工
業
用
水
道
等
の
公
共
施
設

二

庁
舎
、
宿
舎
等
の
公
用
施
設

三

賃
貸
住
宅
及
び
教
育
文
化
施
設
、
廃
棄
物
処
理
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
更
生
保
護
施
設
、
駐
車
場
、
地
下
街
等
の
公
益
的
施
設

四

情
報
通
信
施
設
、
熱
供
給
施
設
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
、
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
（
廃
棄
物
処
理
施
設
を
除
く
。
）
、
観
光
施
設
及
び
研
究
施
設

五

船
舶
、
航
空
機
等
の
輸
送
施
設
及
び
人
工
衛
星
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
運
行
に
必
要
な
施
設
を
含
む
。
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
は
、
公
共
施
設
等
の
整
備
等
（
公
共
施
設
等
の
建
設
、
製
造
、
改
修
、
維
持
管
理
若
し
く
は
運
営
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画

を
い
い
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
業
（
市
街
地
再
開
発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
他
の
市
街
地
開
発
事
業
を
含

む
。
）
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

３	

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

公
共
施
設
等
の
管
理
者
で
あ
る
各
省
各
庁
の
長
（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
昀
高
裁
判
所
長
官
、
会
計
検
査
院
長
及
び
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特

定
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
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二

公
共
施
設
等
の
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
特
定
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

三

公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
そ
の
他
の
公
共
法
人
（
市
街
地
再
開
発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
他
の
市
街
地
開
発
事
業
を
施

行
す
る
組
合
を
含
む
。
以
下
「
公
共
法
人
」
と
い
う
。
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
選
定
事
業
」
と
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
特
定
事
業
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
選
定
事
業
者
」
と
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
事
業
を
実
施
す
る
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
運
営
事
業
」
と
は
、
特
定
事
業
で
あ
っ
て
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
設
定
を
受
け
て
、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
所
有
権
（

公
共
施
設
等
を
構
成
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
敷
地
の
所
有
権
を
除
く
。
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
公
共
施
設
等
（
利
用
料
金
（
公
共

施
設
等
の
利
用
に
係
る
料
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
運
営
等
（
運
営
及
び
維
持
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い

い
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
利
用
料
金
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
運
営
権
」
と
は
、
公
共
施
設
等
運
営
事
業
を
実
施
す
る
権
利
を
い
う
。

（
欠
格
事
由
）

第
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
募
集
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
三

（
略
）

四

公
共
施
設
等
運
営
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
公
共
施
設
等
運
営
権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
施
設
等
運
営
権
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
発
生
し
た
当
時
現
に
当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
者
の
親
会
社
等
（
そ
の
法
人
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ
る
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
法
人
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の

五
～
七

（
略
）

（
公
共
施
設
等
の
利
用
料
金
）

第
二
十
三
条

公
共
施
設
等
運
営
権
者
は
、
利
用
料
金
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○	

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
現
金
及
び
有
価
証
券
の
保
管
）

第
二
百
三
十
五
条
の
四

普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
（
以
下
「
歳
計
現
金
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
昀
も
確
実
か
つ
有

利
な
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

債
権
の
担
保
と
し
て
徴
す
る
も
の
の
ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
し
な
い
現
金
又
は
有
価
証
券
は
、
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３	

法
令
又
は
契
約
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
保
管
す
る
前
項
の
現
金
（
以
下
「
歳
入
歳
出
外
現
金
」
と
い
う
。
）
に
は
、
利
子

を
付
さ
な
い
。
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